
- 1 -

鹿児島県

（※については例規集登載事項）

ページ

告 示

○有害な図書等の指定 （青少年男女共同参画課取扱い）１

○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定自立支援

医療機関の指定 （障害福祉課取扱い）１

○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定自立支援

医療機関の指定の更新 （障害福祉課取扱い）２

○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定自立支援

医療機関の変更事項の届出 （障害福祉課取扱い）２

○肥料の登録の有効期間の更新 （食の安全推進課取扱い）２

○土地改良区の役員の就退任の届出 （農地整備課取扱い）２

○土地改良区の定款の変更の認可 （農地整備課取扱い）３

○土地改良区の吸収合併 （農地整備課取扱い）３

○市街地再開発組合の設立認可 （建築課取扱い）３

○証紙販売人の指定の解除 （会計課取扱い）４

○証紙販売人の指定 （会計課取扱い）４

○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉

サービス事業者の指定 （大隅地域振興局取扱い）４

鹿児島県告示第１号

鹿児島県青少年保護育成条例（昭和36年鹿児島県条例第65号）第９条第２項の規定により，

有害な図書等として次のとおり指定した。

平成30年１月５日

鹿児島県知事 三反園訓

指 定 指 定 年 月 指 定 指 定
書 名 発 行 所 指 定 理 由

番 号 日 種 別 箇 所

25262 平成 2 9年 雑 誌 ｐｅｔｉｔ Ｒｏｓｅ 秋 水 社 全 部 著 し く 青

12月19日 Vol.29 18328-12 少 年 の 性 的

25263 Ｄａｒｉａ フ ロ ン テ ィ 感 情 を 刺 激

12月号 05839-12 ア ワ ー ク ス し ， そ の 健

25264 恋愛チェリーピンク 秋 田 書 店 全 な 育 成 を

１月号 12080-1 阻 害 す る お

25265 マガジンビーボーイ リ ブ レ それがある。

１月号 18355-01

鹿児島県告示第２号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第

54条第２項の規定により，次のとおり指定自立支援医療機関として指定した。
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平成30年１月５日

鹿児島県知事 三反園訓

薬 局 指定年月 自立支援医療

名 称 所 在 地 日 の種類

スマイル薬局 出水市野田町下名6911 平成30年 育成医療・更

１月１日 生医療

鹿児島県告示第３号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第

60条第１項の規定により，次のとおり指定自立支援医療機関の指定を更新した。

平成30年１月５日

鹿児島県知事 三反園訓

薬 局 更新年月 自立支援医療

名 称 所 在 地 日 の種類

オリーブ薬局 伊佐市大口山野5168番１ 平成30年 育成医療・更

１月１日 生医療

マイティ薬局 鹿屋市西原二丁目35番５－１ 平成30年 育成医療・更

号 １月１日 生医療

鹿児島県告示第４号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第

64条の規定により，指定自立支援医療機関から次のとおり変更があった旨の届出があった。

平成30年１月５日

鹿児島県知事 三反園訓

変 更 内 容 自立支援医療
医療機関の名称及び所在地 変更事項

変 更 前 変 更 後 の種類

国分生協病院 所在地 霧島市国分中 霧島市国分中 更生医療

霧島市国分中央三丁目38番 央三丁目22番 央三丁目38番

14号 18号 14号

鹿児島県告示第５号

肥料取締法（昭和25年法律第127号）第12条第２項の規定により，次のとおり肥料の登録の

有効期間を更新した。

平成30年１月５日

鹿児島県知事 三反園訓

更 新 後 の 生 産 業 者
登録番 肥 料 の 種 肥 料 の 名

登 録 の 有 保証成分量（％） その他の規格 氏 名 又 は
号 類 称 住 所

効 期 限 名 称

鹿児島 平成33年 魚 廃 物 加 力 土 産 窒素全量 6.2 含有を許される有 株 式 会 社 枕 崎 市 桜

県肥第 １月25日 工 肥 料 りん酸全量 4.5 害成分の最大量及 厚 石 園 山東町974

1314号 加里全量 1.1 びその他の制限事 番 地

項は公定規格のと

おり

鹿児島県告示第６号

土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により，有明町土地改良区の役員

の就任及び退任について次のとおり届出があった。

平成30年１月５日

鹿児島県知事 三反園訓

１ 就任した役員の氏名及び住所

鹿 児 島 県 公 報 平成30年１月５日（金）第3379号
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理事 吉國 敏郎 志布志市有明町野神3490番地３

理事 丸目 秀明 志布志市有明町野神900番地１

理事 鎌下 和雄 志布志市有明町蓬原2073番地

理事 峯﨑 善通 志布志市有明町原田511番地

理事 有村 勉 志布志市有明町伊﨑田843番地

理事 立木 幹雄 志布志市有明町野神1106番地３

理事 丸﨑 哲朗 志布志市有明町伊﨑田6057番地３

理事 下木 睦治 志布志市有明町伊﨑田7434番地

理事 髙吉 利幸 曽於郡大崎町井俣2970番地１

理事 枦山 信彦 志布志市有明町山重10837番地

監事 草尾幸八郎 志布志市有明町野神1681番地

監事 後藤 清美 志布志市有明町野神3443番地２

監事 本田 浩昭 志布志市有明町伊﨑田8233番地13

(任期 平成29年３月21日から平成33年３月20日まで）

２ 退任した役員の氏名及び住所

理事 吉國 敏郎 志布志市有明町野神3490番地３

理事 有村 勉 志布志市有明町伊﨑田843番地

理事 丸目 秀明 志布志市有明町野神900番地１

理事 本髙 孝一 曽於郡大崎町井俣2674番地

理事 國重 良男 志布志市有明町伊﨑田8882番地

理事 南川 敏弘 志布志市有明町伊﨑田7614番地

理事 鎌下 和雄 志布志市有明町蓬原2073番地

理事 峯﨑 善通 志布志市有明町原田511番地

理事 立山富士雄 志布志市有明町山重11293番地10

理事 立木 幹雄 志布志市有明町野神1106番地３

監事 草尾幸八郎 志布志市有明町野神1681番地

監事 後藤 清美 志布志市有明町野神3443番地２

監事 管野 正昭 志布志市有明町伊﨑田1210番地３

鹿児島県告示第７号

土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により，平成29年12月５日付けで

有明町土地改良区の定款の変更を認可した。

平成30年１月５日

鹿児島県知事 三反園訓

鹿児島県告示第８号

土地改良法（昭和24年法律第195号）第72条第２項の規定により，平成29年12月20日付けで

東串良町林田土地改良区と東串良町雪山土地改良区との合併を認可した。これにより，東串良

町林田土地改良区は定款を変更して存続し，東串良町雪山土地改良区は解散した。

平成30年１月５日

鹿児島県知事 三反園訓

鹿児島県告示第９号

都市再開発法（昭和44年法律第38号）第11条第１項の規定により，市街地再開発組合の設立

を次のとおり認可した。

なお，同法第71条第１項又は第３項の規定により権利の変換を希望しない者又は借家権の取

得を希望しない者は，平成30年２月３日までに，当該市街地再開発組合に対し，その旨の申出

をすることができる。

平成30年１月５日

鹿児島県知事 三反園訓
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１ 市街地再開発組合の名称

千日町１・４番街区市街地再開発組合

２ 事業施行期間

平成29年12月15日から平成33年６月30日まで

３ 施行地区

鹿児島市千日町１番１から１番21まで，１番23から１番27まで及び４番１から４番28まで

４ 事務所の所在地

鹿児島市照国町３番21号

５ 設立認可の年月日

平成29年12月15日

６ 事業年度

毎年４月１日から翌年３月31日まで

７ 公告の方法

事務所の掲示板に掲示するほか，特に必要があるときは官報に掲載する。

鹿児島県告示第10号

鹿児島県証紙条例（昭和38年鹿児島県条例第56号）第８条第１項の規定により，次のとおり

収入証紙販売人の指定を解除した。

平成30年１月５日

鹿児島県知事 三反園訓

名 称 住 所 販売所の所在地 解除年月日

小屋司法書士事務 曽於郡大崎町假宿1973 曽於郡大崎町假宿1973 平成29年12月29日

所 番地５ 番地５

小屋健二

鹿児島県告示第11号

鹿児島県証紙条例（昭和38年鹿児島県条例第56号）第５条の規定により，収入証紙販売人を

次のとおり指定した。

平成30年１月５日

鹿児島県知事 三反園訓

名 称 住 所 販売所の所在地 指定年月日

大崎町衛生自治会 曽於郡大崎町假宿1029 曽於郡大崎町假宿1029 平成30年１月４日

会長 番地 番地

中村幸一 大崎町役場内

大隅地域振興局告示第１号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第

29条第１項の規定により，次のとおり指定障害福祉サービス事業者として指定した。

平成30年１月５日

大隅地域振興局長 堀之内健郎

事 業 所 申 請 者 障 害 福 祉
指 定 年 月

主たる事務所の 代表者の氏 サ ー ビ ス
名 称 所 在 地 名 称 日

所在地 名 の 種 類

就労支援事業所 志布志市志布志 一般社団法人翼 宮崎県串間市大 諏訪園達夫 平成29年 就 労 継 続

つばさ 町帖6738番地５ 字串間1250番地 1 2月１日 支 援 Ｂ 型

１

ココハウス 鹿屋市笠之原町 特定非営利活動 鹿屋市笠之原町 稲森 大地 平成29年 就 労 継 続

3580番地２ 法人グランシー 3580番地２ 1 2月１日 支 援 Ｂ 型

ハーツ


